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ベトナム政府は、２０２５年１月１６日、データ法の施行細則政令案（本政令案）を公表し、翌日から３月１６

日までパブリックコメントの募集を行っている。本政令案は、２０２４年１１月３０日に公布され、２０２５年

７月１日より施行されるデータ法（第６０／２０２４／ＱＨ１５号）の施行に合わせ、重要データ・コアデータ、

国家統合データベースの利用などについて、データ法の細則を定めるものである。本稿では、本政令案の主要な

内容を紹介する。 

 

１． 重要データ・コアデータ 

（１）該当基準 

データ法では、重要データおよびコアデータはいずれも、国家の防衛および安全・外交関係・マクロ経済・

社会秩序・国民の健康安全に対し、影響を与えるおそれがある、または直接的な影響を与えるものであり、政

府首相が制定するリストに定められる、と規定されている1。 

本政令案ではデータ法に規定するリストという形式では規定されず、重要データ・コアデータに該当する

基準を示す形式で規定されている。 

例えば、あるデータが重要データに該当するかを判断するため、「外交関係」への影響を与えるか否かは、

▽外国政府・国際組織・国際法上の主体との関係構築計画、▽国益、安全、国際協力その他の分野、▽海外主

要プロジェクトおよび人事組織、▽海外におけるエネルギー源の安全、▽戦略的航路の安全などに対する影

響がどの程度であるか、を検討するものとされている2。 

また、コアデータに該当するかを判断するにあたっては、▽外国政府・国際組織・国際法上の主体とベトナ

ムとの間で交換・締結されるデータ・合意、▽ベトナムが加盟する国際条約・関連する国際合意に従って外国

政府・国際組織・国際法上の主体が転送するデータなどに対する影響がどの程度であるか、を検討するものと

されている3。 

 

 
1 データ法第３条６項及び７項 
2 同政令案第３条 
3 同政令案第４条 
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（２）重要データ・コアデータの域外移転に関する新たな手続 

 本政令案では、重要データまたはコアデータの管理者は、同データを域外移転する場合、域外移転影響評価

書を作成し、公安省または国防省（軍事、国防または暗号に関するデータの移転に限られる）に提出する必要

があると新たに規定された4。域外移転影響評価書には、以下の内容を含める必要がある5。 

 移転者と受領者の情報および連絡先 

 移転者の担当者の氏名と連絡先 

 移転後または海外におけるデータ取扱いの詳細およびその目標の説明 

 移転対象となるデータの種類 

 データ保護規制の遵守に関する説明、適用されるデータ保護手段の詳細 

 データ取扱いの影響評価、発生するおそれがある望ましくない効果や損害、効果や損害に対する対応ま

たは除外措置 

 問題が発生した場合における、フィードバックや異議申立て手段を理解した上でなされる、データ主体

の同意 

 ベトナムで適用される重要データ・コアデータの保護規制に応じた受領者の責任および義務を規定した

契約書その他の拘束的な文書 

 

 公安省または国防省は以下の事項を発見した場合、重要データ・コアデータの域外移転の停止を命じるこ

とができる6。 

 移転データが国家安全および利益、データ主体である組織・個人の合法的な利益に反することが発見さ

れた場合 

 移転者が影響評価に関して本政令案を遵守しなかった場合 

 データの漏えいや損失が発生した場合 

 

２． 国家統合データベースの利用 

 データ法では、共産党、政府、憲法に定める政治社会組織（ベトナム労働組合、ベトナム農民協会、ホーチ

ミン共産青年同盟、ベトナム女性連合会、ベトナム退役軍人協会を含む）、およびデータ主体の本人以外の組

織・個人は、▽公開データ（Ｏｐｅｎ Ｄａｔａ）、▽データ主体の同意および国家データセンターの同意が

得られた個人データ、▽国家データセンターの同意が得られたその他のデータを利用することができると規

 
4 同政令案第 12 条６項及び７項 
5 同政令案第 12 条５項 
6 同政令案第 12 条 11 項 
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定する7。 

本政令案では、上記の利用は「国家公的サービスポータル」、「公開データポータル」および「法令に従った

その他の分析統合サービス」8のいずれかを通じて行われると具体的に規定した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご質問は下記まで： 

[ ホーチミンオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小林 亮 Ryo Kobayashi/野口 哲朗 Tetsuro Noguchi/Nguyen Thi Hong Phuc/ Dao Thi 

Lan Anh/Bui Viet Anh 

Tel: +84-28-6299-0666 

Email:  hochiminh@tmi.gr.jp  

 

[ ハノイオフィス ] 

岡田 英之 Hideyuki Okada/小幡 葉子 Yoko Obata/Le Phuong Lan/Nguyen Thu Huyen/Le Duc Son/ Nguyen Anh 

Phuong 

Tel: +84-24-3826-3826 

Email: hanoi@tmi.gr.jp   

 
7 データ法第 35 条 
8 同政令案第 25 条 6 項 


